
　　

１，７３２

　１．　施設介護サービス費 【介護保険負担割合証 ２ 割の方用】

＊利用者負担第４段階の方は、左の表に従い食費設定をさせて

　　いただきます。

　　より第１～３段階の判定を受け、「負担限度額認定証」が交付された方は必ずご提示ください。

要介護　５

が８０万円以下の方        

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　印

永光荘ショートステイ　利用料金表

平成２８年　４月１日　現在

　私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定（介護予防）短期入所生活介護

　サービスの継続に同意します。　　　　　　　　　　　　　　

＊上記利用者負担の各段階の認定は、市町村が行います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　　　　年　　　　月　　　　　日

第4段階

食費

円／日

１，４６８

　④サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ　　…　　　 ３６単位

３００

３９０

生活保護受給者

老齢福祉年金受給者           

課税年金収入額と合計所得の合計

３２０

６５０

滞在費

円／日

　　＊滞在費は多床室の入所者に対して室料相当の負担を求めることに伴う見直しとして、４７０円／日負担増となる。           

個室

４２０

８２０

１，１５０
利用者負担

対象者

　　※上記第１～３段階の要件に加えて、新たに①配偶者の所得（世帯分離している場合も含む）②預貯金等の

　　金額（本人のみの場合は１，０００万円以下、配偶者がいる場合は２，０００万円以下であること）及び③非課税

　　年金金額等も勘案されることとなります。なお、対象となるか否かは申請により保険者が判定します。申請に

１，３８０上記以外の方

０

３７０

３７０

８４０

第3段階

区分

利用者負担

第１段階

利用者負担

第2段階

利用者負担

多床室

世
帯
全
員
が

市
町
村
民
税

非
課
税
者

５００

夕食 ５００

昼食

朝食 ３８０

食費

利用者負担第２段階以外の方（課税
年金収入が８０万円以上の方）

１，０７８

別紙

　２．　特定入所者介護サービス費に関する食費及び滞在費の基準費用額及び負担限度額

要介護　３

１，６０２

　　　・介護福祉士が６０％以上配置されていること。

　　　（区分支給基準額の算定対象から除外。※１円未満切り捨て）

社会福祉法人　永光会

理事長　　真下　誠治

＊事業所用＊

８７６ １，１９８ １，３３２

　①併設型短期入所生活介護費（Ⅱ）　　一日あたり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

要支援１ 要支援２ 要介護　１ 要介護　２ 要介護　４

　②送迎サービスご利用の場合は、片道３６８単位のご負担がかかります。

　③療養食加算　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　 ４６単位

　　　医師の発行する『食事せん』に基づいて提供する。（糖尿病食・腎臓病食・肝臓病食等）

　⑥地域区分加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　・渋川市（７級地該当）は、１単位＝１０円が、１単位＝１０．１７円の計算になります。

　　　※当該単価については、区分支給基準額の算定対象から除外する。（１円未満四捨五入）

　⑤介護職員処遇改善加算（Ⅰ）　…　①＋②＋③の総単位数の５．９％を加算する。　　　

　　　（区分支給基準額の算定対象から除外。※１円未満四捨五入）



　　

割の方用】

要介護　４ 要介護　５

別紙 ＊ご自宅控え＊

永光荘ショートステイ　利用料金表
社会福祉法人　永光会

理事長　　真下　誠治

２　１．　施設介護サービス費 【介護保険負担割合証

１，４６８ １，６０２

平成２８年　４月１日　現在

　①併設型短期入所生活介護費（Ⅱ）　　一日あたり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

要支援１ 要支援２ 要介護　１ 要介護　２ 要介護　３

１，７３２

　②送迎サービスご利用の場合は、片道３６８単位のご負担がかかります。

　③療養食加算　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　 ４６単位

　　　医師の発行する『食事せん』に基づいて提供する。（糖尿病食・腎臓病食・肝臓病食等）

　④サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ　　…　　　 ３６単位

　　　・介護福祉士が６０％以上配置されていること。

８７６ １，０７８ １，１９８ １，３３２

　　　※当該単価については、区分支給基準額の算定対象から除外する。（１円未満四捨五入）

　⑤介護職員処遇改善加算（Ⅰ）　…　①＋②＋③の総単位数の５．９％を加算する。　　　

　　　（区分支給基準額の算定対象から除外。※１円未満四捨五入）

　⑥地域区分加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　・渋川市（７級地該当）は、１単位＝１０円が、１単位＝１０．１７円の計算になります。

　　　（区分支給基準額の算定対象から除外。※１円未満切り捨て）

　２．　特定入所者介護サービス費に関する食費及び滞在費の基準費用額及び負担限度額

対象者 区分

食費 滞在費

円／日
円／日

多床室 個室

生活保護受給者 利用者負担
３００ ０ ３２０

世
帯
全
員
が

市
町
村
民
税

非
課
税
者

老齢福祉年金受給者           第１段階

課税年金収入額と合計所得の合計 利用者負担
３９０ ３７０ ４２０

が８０万円以下の方        第2段階

利用者負担第２段階以外の方（課税
年金収入が８０万円以上の方）

利用者負担
６５０ ３７０ ８２０

第3段階

上記以外の方
利用者負担

１，３８０ ８４０ １，１５０
第4段階

　　＊滞在費は多床室の入所者に対して室料相当の負担を求めることに伴う見直しとして、４７０円／日負担増となる。           

　　※上記第１～３段階の要件に加えて、新たに①配偶者の所得（世帯分離している場合も含む）②預貯金等の

　　金額（本人のみの場合は１，０００万円以下、配偶者がいる場合は２，０００万円以下であること）及び③非課税

　　年金金額等も勘案されることとなります。なお、対象となるか否かは申請により保険者が判定します。申請に

　　より第１～３段階の判定を受け、「負担限度額認定証」が交付された方は必ずご提示ください。

食費

朝食 ３８０ ＊上記利用者負担の各段階の認定は、市町村が行います。

　私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定（介護予防）短期入所生活介護

　サービスの継続に同意します。　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　　　　年　　　　月　　　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　印

昼食 ５００ ＊利用者負担第４段階の方は、左の表に従い食費設定をさせて

夕食 ５００ 　　いただきます。


